
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年６月１７日 １６時１５分ごろ 

発生場所 福岡県芦屋町妙見埼南西方沖 

妙見埼灯台から真方位２２２°１.８３海里付近 

（概位 北緯３３°５４.８′ 東経１３０°３９.５′） 

事故の概要 プレジャーボートCALYPSO
カ リ プ ソ

-V は、帰航中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年６月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート  CALYPSO-V 、５トン未満（長さ１０.０７ｍ） 

２９３－２２００６福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 白波、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、芦屋町柏原漁港に向けて帰航中、

船長が、白波が立っていたので、海面を見ながら操船していたとこ

ろ、妙見埼南西方沖の浅瀬に乗り揚げた。 

船長は、本船の船首部船底外板に破口を生じ、浸水していたので、

携帯電話で所属するヨットハーバーに連絡し、連絡を受けた担当者が

海上保安庁に救助を要請した。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

ＧＰＳプロッターには、本船が乗り揚げた浅瀬が表示されていた。 

船長は、本船が乗り揚げた浅瀬の存在を知っていたが、本事故時、

柏原漁港の入口を船首目標とし、いつもどおりのコースを航行してい

ると思っていたので、ＧＰＳプロッターを見ていなかった。 

 船長は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、船長が、ＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を行って

いなかったことから、妙見埼南西方沖の浅瀬に向けて航行しているこ

とに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、船長が、ＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を行っ

ていなかったため、本船が妙見埼南西方沖の浅瀬に乗り揚げたものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れた海域でもＧＰＳプロッター等を活用して船位の確認を行う



 

こと。 


